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３
月
11
日
に
発
生
し
ま
し
た
東

日
本
大
震
災
に
よ
り
被
災
さ
れ
ま

し
た
皆
さ
ま
に
、
心
よ
り
お
見
舞

い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

こ
の
大
震
災
に
よ
り
、
い
わ
き

市
在
住
の
友
人
が
家
族
５
人
で
千

葉
県
に
避
難
し
、
現
在
、
ア
パ
ー

ト
を
借
り
て
住
ん
で
お
り
ま
す
。

こ
の
友
人
に
避
難
生
活
で
、
今
何

が
一
番
必
要
か
と
尋
ね
た
と
こ

ろ
、
日
常
生
活
用
品
と
言
う
こ
と

な
の
で
、
す
ぐ
に
物
資
を
送
り
励

ま
し
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
も
応
援

し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま

す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
毎
日
報
道
さ
れ

る
被
災
者
の
声
を
聞
く
と
、
胸
が

痛
み
ま
す
。
一
日
も
早
く
平
穏
な

生
活
に
戻
れ
る
こ
と
を
心
か
ら
お

祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

　

さ
て
、
私
は
昨
年
６
月
に
、
同

級
生
の
蒲
生
吉
夫
さ
ん（
千
葉
支

部
）に
紹
介
さ
れ
て「
ふ
る
さ
と
小

野
町
会
」に
入
会
し
ま
し
た
。
最

初
は
と
て
も
不
安
で
し
た
が
、
神

奈
川
県
支
部
新
年
会
に
初
め
て
参

加
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
皆
さ
ん
に

と
て
も
良
く
し
て
い
た
だ
き
不
安

が
取
れ
ま
し
た
。
支
部
の
皆
さ
ま

に
感
謝
し
て
お
り
ま
す
。

　

最
後
に
、
私
は
現
在
、
デ
パ
ー

ト
に
勤
務
し
て
お
り
、
ま
だ
ま
だ

仕
事
を
頑
張
っ
て
い
き
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。
ふ
る
さ
と
小
野

町
の
皆
さ
ん
も
復
旧
・
復
興
に
向

け
頑
張
っ
て
く
だ
さ
い
。
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退
職（
失
業
）に
よ
る
特
例
免
除
制
度

国 民 年
金
ナ   ー

ーコ

　

厚
生
年
金
に
加
入
し
て
い
た

方
が
20
歳
以
上
60
歳
未
満
で
退

職（
失
業
）す
る
と
、
市
町
村
役

場
で
国
民
年
金
の
第
一
号
被
保

険
者
に
な
る
た
め
の
手
続
き
を

行
い
、
平
成
23
年
度
は
月
額

１
万
５
０
２
０
円
の
保
険
料
を

納
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
経

済
的
に
困
難
な
方
に
は
、
申
請

に
よ
っ
て
保
険
料
の
納
付
を
免

除
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　

免
除
制
度
を
利
用
す
る
と
、

保
険
料
を
納
め
な
く
と
も
、
免

除
さ
れ
た
期
間
は
次
の
よ
う
に

な
り
ま
す
。

①
老
齢
基
礎
年
金
・
老
齢
厚
生

　

年
金
の
受
給
資
格
期
間
の
25

　

年
に
算
入
さ
れ
ま
す
。

②
老
齢
基
礎
年
金
の
２
分
の

１
の
年
金
額
が
保
障
さ
れ
ま

す
。

③
障
害
基
礎
年
金
・
遺
族
基
礎

年
金
の
受
給
資
格
期
間
に
算

入
さ
れ
ま
す
。

■
退
職（
失
業
）時
の
特
例
免
除

　

制
度

　

免
除
申
請
す
る
年
度
ま
た
は

そ
の
前
年
度
に
退
職(

失
業
）し

た
方
は
、
特
例
免
除
制
度
を
利

用
で
き
ま
す
。

　

こ
の
特
例
免
除
で
は
、
通
常

は
審
査
の
対
象
と
な
る
ご
本
人

の
所
得
の
状
況
を
除
外
し
て
審

査
が
行
わ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
配

偶
者
、
世
帯
主
に
一
定
以
上
の
所

得
が
あ
る
と
き
は
免
除
が
認
め

ら
れ
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

※
退
職
に
は
自
己
都
合
退
職
も

　

含
ま
れ
ま
す
。

■
手
続
き

　

特
例
免
除
の
申
請
に
は
、
住

民
票
の
あ
る
市
町
村
へ「
国
民

年
金
保
険
免
除
申
請
書
」を
提

出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

手
続
き
に
必
要
な
も
の
は
次

の
と
お
り
で
す
。

▽
年
金
手
帳
ま
た
は
納
付
書
な

　

ど
基
礎
年
金
番
号
が
分
か
る

　

も
の

▽
認
め
印（
本
人
が
署
名
す
る

場
合
は
不
要
）

▽
失
業
し
て
い
る
こ
と
を
確
認

で
き
る
公
的
機
関
の
証
明
の

写
し（
雇
用
保
険
受
給
資
格

者
証
、
離
職
票
な
ど
）

■
被
扶
養
配
偶
者
の
方

　

厚
生
年
金
加
入
の
20
歳
以
上

60
歳
未
満
の
被
扶
養
配
偶
者
の

方
は
、
配
偶
者
の
退
職（
失
業
）

に
よ
っ
て
、
国
民
年
金
の
種
別

が
、
第
三
号
被
保
険
者
か
ら
第

一
号
被
保
険
者
に
変
わ
り
、
保

険
料
の
納
付
義
務
が
生
じ
ま
す
。

　

こ
の
被
扶
養
配
偶
者
だ
っ
た

方
も
、配
偶
者
の
方
が
退
職（
失

業
）時
の
特
例
免
除
に
該
当
す

れ
ば
、
免
除
申
請
を
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
免
除
が
認
め
ら
れ

る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
免
除
さ
れ
た
期
間
に

つ
い
て
は
、
10
年
以
内
に「
追

納
」を
し
て
、
老
齢
基
礎
年
金

の
年
金
額
を
増
や
す
こ
と
も
で

き
ま
す
。

　

免
除
制
度
と
追
納
制
度
の
詳

細
に
つ
い
て
は
年
金
事
務
所
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。
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